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議会だより・むらの話題

■
議
会
傍
聴
の
お
知
ら
せ

　
第
４
回
曽
爾
村
議
会
定
例
会
の
開
催

日
が
決
ま
り
ま
し
た
。

■
本
会
議

　
12
月
11
日（
木
）午

前
９
時
30
分　
開
会

　
12
月
19
日（
金
）午

後
１
時
30
分　
開
会

■
常
任
委
員
会
（
議
会
委
員
会
室
）　

　
12
月
16
日（
火
）午

前
９
時
30
分　
開
会

　
本
会
議
や
常
任
委
員
会
な
ど
の
委
員

会
は
一
般
に
公
開
さ
れ
、
個
人
で
も
団

体
で
も
自
由
に
傍
聴
で
き
ま
す
。
傍
聴

は
、
議
会
活
動
に
触
れ
る
最
も
身
近
な

方
法
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
議
員
の
活

動
や
村
政
の
方
針
な
ど
を
実
地
に
見
聞

で
き
る
議
会
の
傍
聴
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
傍
聴
に
あ
た
っ
て
は
、
会
議
当
日
に

議
場
傍
聴
席
入
り
口
に
あ
る
傍
聴
人
受

付
簿
に
住
所
・
氏
名

を
ご
記
入
し
て
い
た

だ
く
だ
け
で
傍
聴
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
議
会
日

程
等
は
、
自
治
体

放
送
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 議

会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

定
　
例
　
会

保 育 園

　10月24日（金）3・4・5歳児で桜井市へみかん狩りに行きました。自分で収穫したみかんの味は
格別で、とても嬉しそうな子どもたちでした。

　10月30日（木）にハロウィンパーティーをしました。おばけ探しや
かぼちゃ釣りを友だちと一緒に楽しみ、おやつをもらって大喜びの
子どもたちでした。

　今井啓之さんより頂き、育てた里いも
がたくさん収穫できました。
　ありがとうございました。

☆ み か ん 狩 り ☆☆ み か ん 狩 り ☆

☆ ハ ロ ウィンパ ー ティー ☆☆ ハ ロ ウィンパ ー ティー ☆

☆ 里 い も 掘 り ☆☆ 里 い も 掘 り ☆
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むらの話題

曽 爾 小 中 学 校

　10月19日（日）～20日（月）に6年生が御杖小学校と合同で修学旅行に行ってきました。
　1日目の平和記念公園では、まず原爆の子の像へ行き、みんなで折った折り鶴を供え、平和を祈
りました。また、追悼平和記念館や平和記念公園資料館、原爆ドーム等を見学したり、語り部継承
者の方のお話を聞く活動等をとおして、平和の大切さについて学びました。
　2日目は涼しい天候の中、フェリーに乗って宮島へ向かいました。 宮島ではガイドさんの説明を
聞きながら厳島神社を見学し、その後水族館を見学して、宮島の歴史等について学びました。見学
の後、表参道商店街でお土産を買い、ホテルで昼食をすませて帰路につきましたが、みんな思い出
に残る修学旅行となったようです。

６年生　修学旅行（広島）６年生　修学旅行（広島）

語り部継承者の方のお話

平和記念公園

原爆ドーム

ホテルでの食事

厳島神社2

厳島神社1

宮島水族館

原爆の子の像 みんなで折った折り鶴 平和の鐘
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むらの話題

曽 爾 小 中 学 校

　10月29日（水）にオープンスクールを開催しました。
　3時間目は公開授業で、各学年の授業の様子を参観していただきました。7～9年は職場体験報
告会を行い、8年生が職場体験で学んだこと、考えたこと
を発表しました。4時間目の生活作文発表会では、学年
の代表1名ずつが「日々の生活や夏休みの出来事を通し
て発見したことや考えたこと、感じたことを書いた作文」
を発表。聞き手と発表者との間で、感想や質問の交流を
行いました。
　お忙しい中お越しくださった保護者・来賓の皆様、地
域の方 、々誠にありがとうございました。

オープンスクールを開催しましたオープンスクールを開催しました

1～4年平和学習短冊

職場体験報告会

作品展示（9年美術）

生活作文発表会（7～9年）

3年

生活作文発表会（1～3年）

作品展示（グラデーション）

4年

生活作文発表会（4～6年）

作品展示（焼き物）
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曽 爾 小 中 学 校

　11月11日（火）12日（水）の2日間、「1泊2日の合宿を通して、学習の基礎・基本を鍛え、学力向上
をめざす」「普段と異なる環境での学習を通して、児童生徒の学習意欲を高める」「集団生活を通し
て、自律・協力の精神を養う」ことを目標として、国立曽爾青少年自然の家で5～9年生を対象とし
た学力向上合宿（GUTS）を実施しました。今年度は奈良教育大学から学生さんに参加していただ
くことはできませんでしたが、学生有志7名の方が「私の勉強法紹介」をまとめてくださったので、そ
れを7～9年生に配布し、自分自身に合った勉強方法を考える時間を設けました。5・6年生を対象と
して今年度も自然の家の職員さんが授業をしてくださり、竹細工（一輪挿し・竹とんぼづくり）や理
科・外国語の授業を行ってくださいました。
　学校での授業とは異なる特別な授業に生き生きと取り組む児童生徒の姿が見られ、充実した学
習活動になったと思います。

学力向上合宿（GUTS）学力向上合宿（GUTS）

5・6年外国語

7・8年数学（曽爾テスト）

5・6年竹細工

8年国語

9年数学

5・6年国語

7年英語

5・6年理科

8年理科

9年理科

5・6年数学

7年数学

5～8年音楽

9年国語

自習の時間

退所式
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むらの話題

図書館だより 曽爾村大字長野62番地　☎0745-94-2104
開館時間／午前9時〜午後5時　休館日／日曜日・祝日
貸出冊数／本：3冊まで　DVD：2点まで
貸出期間／2週間

令和7年12月　開館日
日 月 火 水 木 金 土

休館日

休館日

休館日 休館日

休館日

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21

28

22 23 24 25

30

26

31 1/1 1/2

27

1/329

1/6 1/7 1/8 1/9 1/101/5
休館日

1/4

6

おはなし会

次回、おはなし会の次回、おはなし会の
お知らせお知らせ

○日時　12月17日（水）10時〜
○場所　曽爾村立曽爾保育園
　　　 （遊戯室）

★年内の開館最終日は12月26日、令和8年の開館初日は1月5日です。

～ 絵　本 ～
「100人のサンタクロース」　著者：谷口智則
　100人のサンタクロースがすむ町のお話。１年間かけて特別な日「クリスマス」にむけて、プレゼントを配る
おうちの地図を作ったり、クリスマスツリーを育てたり色んなお仕事をしています。
　なかでも、一番大変なのはプレゼントの準備です。おもちゃを運んだり、包んでリボンをつけたり…
　そんな、サンタクロースにもクリスマスのお楽しみがあるのです。

「おおきいツリー　ちいさいツリー」　作：ロバート・バリー　訳：光吉夏弥
　もうすぐクリスマスがやってきます。キラキラ輝く町のイルミネーションも素敵だけれど、おうちに飾るク
リスマスツリーも特別ですね。
　ウィロビーさんのお屋敷に届けられたのは、見たこともないような、おおきなクリスマスツリーでした。し
かし、お部屋に飾るには大きすぎて、執事のバクスターがはさみで先を切っていきます。切られたツリーは
他の人や動物たちが特別なクリスマスツリーになっていく様子はまるで魔法のようです。

「おたすけこびと の クリスマス」　文：なかがわ ちひろ　  絵：コヨセ ジュンジ
　クリスマスの夜。大切な仕事を頼まれたこびとたちのチームは、働く車の列をつくって、夜の町を
はしっていきます。「働く車好き」のお子様にぴったりの一冊です。
　このほかにも、「おたすけこびと」シリーズございますで是非ご覧ください。
～ DVD ～

「ひつじのショーン　クリスマスがやってきた！」
　ひつじのショーンシリーズの映画。モッシーボトム牧場のクリスマスイブ。仲間とクリスマスの準備をしてい
たショーンはおおきな靴下を手に入れるために牧場主の家に忍び込みました。
　その後、クリスマスマーケットでサンタを追ってひつじのティミーが迷子になってしまいました。
　主人公のショーンと仲間が見つけ出すお話です。
～ 小　説 ～

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」　著者：東野圭吾
　悪事を働いた3人の青年が逃げ込んだ古い家が、かつて悩み相談を受けていた「ナミヤ雑貨店」だったこと
から始まる物語です。
　廃業しているはずの店に、32年前から届いた悩み相談の手紙が郵便口から現れ、彼らは店主の代わりに
返事を書くことになります。
　時空を超えた交流の中で、雑貨店と浪矢の秘密、そして相談者と３人の青年たちの意外なつながりが明ら
かになります。

・「ゴリラのパンやさん」
（絵本）  寺脇栄子さん

・「運動遊び」自然の家　キャラバン隊さん

★ 本の紹介　～クリスマス特集～ ★

11月12日（水）
おはなし会おはなし会を
開催しました
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　令和7年10月19日（日）、村民の方を対象に一斉避難訓練及び段ボールベット組み立て講習を実
施。その後、曽爾村消防団が講師となり、各大字自主防災組織を対象に土のう積み訓練を行いまし
た。
　避難訓練の参加者数は、535名（全村民の約43％）と大変多くの方にご参加いただきました。ま
た、参加者に記入いただきましたアンケートの集計結果につきましては、各大字に報告し今後の自
主防災活動や防災訓練の実施に役立てていただきたいと思います。村民の皆様のご協力ありがと
うございました。

曽爾村防災訓練を開催しました！曽爾村防災訓練を開催しました！

アンケート集計結果
回答数　319名

■防災訓練に参加して良かったと思いますか。
　とても良かった　　　　　　　　　74名（23.2％）
　良かった　　　　　　　　　　　 223名（69.9％）
　あまり良くなかった　　　　　　　12名（  3.8％）
　良くなかった　　　　　　　　　　  3名（  0.9％）
　無回答　　　　　　　　　　　　　  7名（  2.2％）
■今後も定期的に防災訓練の実施が必要であると思いますか。
　必要である（年1回程度）　　　　248名（77.7％）
　必要である（2,3年に1回程度　）　44名（13.8％）
　必要でない　　　　　　　　　　　　4名（　1.3％）
　わからない　　　　　　　　　　　12名（　3.8％）
　無回答　　　　　　　　　　　　　11名（　3.4％）
■防災訓練の内容について改善点やご提案（抜粋）
　・防災リュックの確認や、備蓄品の紹介などをしてほしい。
　・もっと多くの人が訓練に参加できるようにしてほしい。
　・簡易トイレの講習をしてほしい。
　・集まるだけでは意味が無いのでは。
　・要支援者の方の対応を考えておく必要があるのでは。
　・大規模災害を想定した訓練をしてはどうか。
■ご意見・ご感想（抜粋）
　・ペットとともに避難したい。
　・実用的な訓練でとてもよかった。
　・訓練を行うことで災害時の行動がイメージできて良い。
　・防災訓練に関わって下さった方々、ありがとうございました。
　・訓練をした後、どうだったかを振り返ることが大切。

避難訓練の様子

段ボールベット講習の様子

土のう訓練の様子
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むらの話題

　令和7年10月30日に開催した曽爾村文化財保護審議会において、史跡として今井の「楯岡山古
墳群」と伊賀見の「北畠五輪塔」、無形民俗文化財として「香落音頭」、歴史資料として「明治廿八
年学校職員之部履歴書綴込」の４件を曽爾村指定文化財に指定するように曽爾村教育委員会に
答申されました。令和７年11月12日、曽爾村教育委員会では答申を尊重し、曽爾村指定文化財とし
て指定しました。
  曽爾村指定文化財は、令和５年度に初めて指定された長野の「欣祐寺薬師如来座像」と山粕の
「春日神社の御葉付イチョウ」とを合わせて6件になりました。指定された曽爾村指定文化財は、こ
れからも大切に保存し、後世に伝えていきます。

曽爾村指定文化財として新たに４件を指定曽爾村指定文化財として新たに４件を指定

【曽爾村指定史跡】
「楯岡山古墳群」

【曽爾村指定無形民俗文化財】
「香落音頭」

【曽爾村指定史跡】
「北畠五輪塔」

【曽爾村指定有形文化財（歴史資料）】
「明治廿八年 学校職員之部 履歴書綴込」

速
はやぶさわけのみこ

総別王と女
めどりのみこ

鳥王のラブストーリー

「ぬるべの郷」の名所旧跡物語

守り続けてきた五輪塔

新資料発見「橋本重省先生の事蹟」

「楯岡山古墳群」３号墳

「香落音頭」で「奇勝香落の王者」と
歌われた屏風岩

「貞享元年」（1684年）
と記された五輪塔

　今井に「楯岡山古墳群」が残されています。築造
当時は曽爾川に沿って開かれた平地が眼下に俯瞰
できたでしょう。仁徳天皇に追われて逃げ、この地
で討たれた速総別王と女鳥王の墓だとする伝承が
あります。

　「香落音頭」がいつ曽爾村で生まれたのかは資料
の制限から確認できませんが、約100年近くを迎え
ると考えられます。作詞は曽爾尋常高等小学校の校
長などを勤めた橋本重省先生です。「御伊勢街道の
鞍取峠♪」のメロディーに乗せて、屏風岩や小太郎岩
など「香落」の名所旧跡や伝承を歌い、軽快な太鼓の
拍子と音楽にあわせて輪になって踊ります。「香落音
頭」は地元の「香落音頭保存会」の皆さんによって、
毎年8月の夏祭りで歌い踊り続けられています。

　伊賀見の高台に五輪
塔2基と石造仏2基が残
されています。東側の
五輪塔には「心月○諦
信士」（○は風化のため
文字が読み取れない）
や「貞享元年」と記され
ています。「心月○諦信
士」は五輪塔（墓石）当
人の戒名で、「貞享元
年」は西暦で1684年、
約340年前の江戸時代
前期にあたります。年代
が判明する江戸時代の
五輪塔としては、宇陀市
･宇陀郡内では屈指の古
さです。

　新資料には昭和６年７月
21日、「秩父宮令妃両殿
下」が曽爾小学校へ「御成」、

「拝謁を賜り、我が山地、
地質に付き御説明申し上
げる」と記され、橋本重省先
生の「香落音頭」の歌詞「お
それ多くも秩父の宮が御

み
自
く

動
る

車
ま

とどめし曽爾校庭よ」
とみごとに符合します。ま
た、橋本重省先生は大正

15年８月８日に京都帝国大学で「恒星界の天文学」
に関して山本一清博士（天文学の権威）の講習を修
了しています。さらに宇陀郡の教育会などで民法、理
科、図画、算術、国史、農業、高等養蚕、鉱物学、地理
学、文学などを修め、理系・文系・実学に通じるオール
マイティーな見識をお持ちの先生でした。
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　去る11月4日、山粕地区にて花いっぱい運動を実施し
ました。山粕すずらんの会6名が国道369号線沿い等に
パンジー540株を植えました。花いっぱい運動とは、奈
良県が花苗・肥料などの植栽用品を配布し、道路環境
の美化を図る運動です。

　広陵町商工会におい
て「靴下リサイクル作品
展」が10月6日（月）～
15日（水）に開催され、
全国各地の個人・団体、
施設などから264点の
応募がありました。
　「曽爾村すすき作業所」のみなさんが作成した『干
支の馬』を出展したところ入賞し、10月18日（土）広
陵町図書館内かぐや姫祭りにて表彰式が行われまし
た。

　11月6日（木）曽爾小中学校において、“笑いの
芸能「寄席」落語と紙切り芸”が開催されました。
落語家の柳家　禽太夫（やなぎや　きんだゆう）
さんと、紙切り芸の林家　楽一（はやしや　らくい
ち）さんの古典芸能に、会場は終始こども達の笑い
に包まれました。落語では、生徒の代表が順番に
小
こ ば な し

咄体験をしました。また、こども達のリクエスト
に応じて、1枚の紙から即興でさまざまな形を切り
出す紙切り芸は圧巻でした。こども達にとって普段
触れることのない生で見る芸術は、とても貴重な思
い出になりました。

お問い合わせ　曽爾村役場　企画課　☎0745-94-2116

令和7年度　第2回花いっぱい運動を実施しました！令和7年度　第2回花いっぱい運動を実施しました！

曽爾村すすき作業所の『干支の馬』が入賞しました！曽爾村すすき作業所の『干支の馬』が入賞しました！

青少年劇場小公演文化鑑賞会青少年劇場小公演文化鑑賞会
▶
小
咄
体
験

◀
力
士
の
紙
切
り
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○　文案１

【桜井税務署からのお知らせ】

国国税税にに関関すするるごご質質問問・・ごご相相談談はは 電電話話相相談談セセンンタターーへへ

国国税税にに関関すするる
ごご質質問問・・ごご相相談談

相相談談のの事事前前予予約約

税税金金のの納納付付相相談談

電電話話相相談談

セセンンタターー

桜井税務署 ℡0744－42－3501

掲載文案

イインンボボイイスス制制度度

にに関関すするるごご相相談談

税
務
署
に
電
話

イインンボボイイスス

ココーールルセセンンタターー

自 動 音 声 案 内

国国税税にに関関すするるごご質質問問・・ごご相相談談

国国税税相相談談専専用用ダダイイヤヤルル

【【００５５７７００－－００００－－５５９９００１１】】

ダダイイレレククトト
税税目目

番番号号
を選択

「「３３」」
を選択

「「２２」」
を選択

「「１１」」
を選択

税税 務務 署署

「「４４」」
を選択

所所得得税税のの基基礎礎控控除除

のの見見直直しし等等

にに関関すするるごご相相談談

給給与与支支払払者者向向けけ

所所得得税税のの基基礎礎控控除除のの

見見直直しし等等にに関関すするる

ココーールルセセンンタターー
設設置置期期間間：：令令和和７７年年９９月月1166日日((火火))  ～～

令令和和８８年年１１月月3300日日((金金))        

奈良県は、全国で1番「間食」をとる人が多い県です！
そこで曽爾村では集団健診時に間食をとる時間についてのアンケートを実施しました。

【結 果】（男女合わせて）

1位「昼食～夕方の間」   50.4%
2位「ほとんど食べない」16.4％
3位「夕食後～就寝前」   11.5％

〈男性…99人 女性…127人 合計…226人〉

大和大学白鳳短期大学部　保健師実習生　　　監修：保健福祉課

健康を守るために、間食をう
・ ・ ・
まくとろう！

【桜井税務署からのお知らせ】

～ 間食をとる時のワンポイント！〜
　間食に適している時間は、活動量の多い「昼間（15時頃まで）」とされています。一方で寝る前の
間食は、内臓脂肪の蓄積につながるため避けることが望ましいです。
　仕事などで夕食を食べる時間が遅くなってしまう場合は、夕方におにぎりや牛乳などの軽食をと
ることで、その後の食事を食べすぎることを防いだり、内臓脂肪の蓄積を抑えたりできます。
　どうしても夜にお菓子などの間食を食べたくなる時は、脂質・カロリーの少ないものを選ぶように
しましょう。
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　奈良県では、適切かつ円滑に森林整備を行うことを目的に、航空レーザー計測データを活用した森林の
地形情報（標高、傾斜等）や資源情報（樹種、本数、樹高、材積等）の解析事業が行われています。 
　今年度におきましては、本村の森林情報の解析及び現地調査が実施されることから、森林所有者様にお
かれましては、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
調査対象地域　本村内の民有林 
調査期間　令和7年12月1日（月）～令和8年１月30日（金） ※天候等により変更となる場合があります。 
調査内容　様々な樹高を網羅するように選定した本村内のスギ・ヒノキ林において、おおむね400㎡の円

形範囲を設定し、⽴⽊の胸高直径、樹高を計測します。 
※調査にあたり樹⽊等の伐採は行いませんが、⽴⽊の計測を行いますので、森林所有者様におかれまして

は、調査員が森林内に⽴ち入る旨、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
調査実施者　奈良県 環境森林部 森林環境課（委託業者：株式会社パスコ） 
事業・調査に関する問い合わせ　株式会社パスコ 関⻄事業部 技術センター 空間情報部 空間情報課 
　〒556-0017 ⼤阪府⼤阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル8階　☎06-6630-1925

森林現地調査のお知らせ

マイナポータルとの連携で「ねんきんネット」はもっと便利になります！

蛍光灯・乾電池・陶器・ガラス等の収集について
　一度に多くの品目を回収しますので、的確に分別し、収集場所のお間違いのないよう
お願いします。
回 収 日　令和7年12月13日（土） ※前日の12日（金）に収集場所に出してください。
集積場所　不燃物収集場所
品　　目　蛍光灯（丸管）、蛍光灯（直管）、電球、乾電池、割れた蛍光灯、割れた電球、水銀体温計、陶

器、板ガラス、割れたガラス
出 し 方　・収集場所に、品目ごとに分別し、蛍光灯、乾電池など袋に入れられるものは破れにくい袋に

入れ、入らない物はひもで縛るなどして出してください。
　　　　　・ボタン電池はテープで絶縁して出して下さい。
　　　　　・割れていない蛍光灯は紙などで包んで出して下さい。
そ の 他　・業者の方は、自己責任により適切に処理してください。
　　　　　・自動車のバッテリーは回収できません。

お問い合わせ　曽爾村役場　住民生活課　☎0745-94-2102

　「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。
◆「ねんきんネット」を使って以下のことができます
　・ご自身の年金記録の確認　 ・将来の年金見込額の試算　 ・「ねんきん定期便」や各種通知の確認
　・持ち主不明の年金記録の検索　　など
◆さらにマイナポータルと連携することで以下のこともできます
　・扶養親族等申告書の電子申請 ・社会保険料（国民年金保険料）控除証明書等の電子データの受け取り
　・国民年金第1号被保険者加入の届出　・国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
　・国民年金保険料の学生納付特例の申請　　など
詳しくは日本年金機構ウェブサイトへ「https://www.nenkin.go.jp/n_net/」
お問い合わせ　ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 ☎0570-058-555
　　　　　　　050から始まる電話番号からは ☎03-6700-1144
受付時間　月/午前8：30～午後7：00、火～金/午前8：30～午後5：15、第2土/午前9：30～午後4：00
　※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7：00まで相談をお受けします。
　※第2土曜日を除く土日祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
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令和７年（２０２５年）　　　　　　 　　　　桜井警察署　０７４４（４６）０１１０　　　　　曽爾駐在所　内線５４７ 

 　飲酒運転の根絶にご協力を！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  　奈奈良良ママララソソンン２２００２２５５開開催催にに伴伴うう交交通通規規制制ののごご連連絡絡 
 
 

  駐在所からの一言！！ 
 
    詐欺被害に遭わないように国際電話の利用停止を検討しましょう。 
 
　　年末年始お酒を飲む機会が増えますが飲酒運転は絶対にやめましょう。 
　　人生が大きく変わってしまいます。 
 
    最近曽爾村内で勝手に物を持って行く者が村外から入って来ています。 
　　盗難被害に遭わないように対策をお願いします。 
  
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※１１００月月末末ををももっってて、、駐駐在在所所のの一一般般電電話話がが廃廃止止ににななりりままししたた。

飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの場合と比べて約7.4倍(令和６年警
察庁調べ)も高く、飲酒運転は極めて危険で悪質な犯罪行為です。

○交通規制日時○
令和7年12月14日（日曜日）午前８時30分頃から午後３時頃まで

○交通規制場所○
奈良市街地周辺、新大宮駅周辺、名阪国道周辺、国道169号周辺、天理市街地

周辺
詳しい規制区間、規制時間は奈良県警察ホームページ
https://www.police.pref.nara.jp/0000006667.html

をご確認ください。

○ 飲んだら運転しない！（道路交通法第65条第1項）
※ 酒酔い運転 ：5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転：3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

○ 飲んだ人に車(自転車)を貸さない！ （道路交通法第65条第2項）
※ 酒酔い運転 ：車を貸した人は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転：車を貸した人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

○ 運転する人に飲ませない！（道路交通法第65条第3項）
※ 酒酔い運転 ：酒類を飲ませた人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転：酒類を飲ませた人は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

○ 飲んだ人の車に乗らない！（道路交通法第65条第4項）
※ 酒酔い運転 ：同乗した人は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転：同乗した人は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

２０２５年 

１２月号

令和７年（２０２５年）　　　　　　 　　　　桜井警察署　０７４４（４６）０１１０　　　　　曽爾駐在所　内線５４７ 

 　飲酒運転の根絶にご協力を！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  　奈奈良良ママララソソンン２２００２２５５開開催催にに伴伴うう交交通通規規制制ののごご連連絡絡 
 
 

  駐在所からの一言！！ 
 
    詐欺被害に遭わないように国際電話の利用停止を検討しましょう。 
 
　　年末年始お酒を飲む機会が増えますが飲酒運転は絶対にやめましょう。 
　　人生が大きく変わってしまいます。 
 
    最近曽爾村内で勝手に物を持って行く者が村外から入って来ています。 
　　盗難被害に遭わないように対策をお願いします。 
  
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※１１００月月末末ををももっってて、、駐駐在在所所のの一一般般電電話話がが廃廃止止ににななりりままししたた。

飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの場合と比べて約7.4倍(令和６年警
察庁調べ)も高く、飲酒運転は極めて危険で悪質な犯罪行為です。

○交通規制日時○
令和7年12月14日（日曜日）午前８時30分頃から午後３時頃まで

○交通規制場所○
奈良市街地周辺、新大宮駅周辺、名阪国道周辺、国道169号周辺、天理市街地

周辺
詳しい規制区間、規制時間は奈良県警察ホームページ
https://www.police.pref.nara.jp/0000006667.html

をご確認ください。

○ 飲んだら運転しない！（道路交通法第65条第1項）
※ 酒酔い運転 ：5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転：3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

○ 飲んだ人に車(自転車)を貸さない！ （道路交通法第65条第2項）
※ 酒酔い運転 ：車を貸した人は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転：車を貸した人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

○ 運転する人に飲ませない！（道路交通法第65条第3項）
※ 酒酔い運転 ：酒類を飲ませた人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転：酒類を飲ませた人は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

○ 飲んだ人の車に乗らない！（道路交通法第65条第4項）
※ 酒酔い運転 ：同乗した人は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転：同乗した人は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

２０２５年 

１２月号
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■中部地域のバイヤーと商談／フードスタイルジャパン中部に初出店
　中部地方の売り先の開拓のため、曽爾村農林業公社は１０月２９、３０日の２日間、宇陀商工会の紹介
で、愛知県常滑市で開かれた「フードスタイルジャパン≪中部≫」に初出店しました。食品の国内向け卸
売業者や輸出業者、飲食店などのバイヤーが多数訪れ、曽爾村の農産加工品や農産物、精油などにも
関心を持たれていました。
■連携する学校の文化祭に農林業公社が出店
－ 添上高校
　曽爾村の地域課題を知り、解決策を探っている添上高校普通科人文探求コース（天理市）の学生が、
１１月１１日に開かれた添上高校の文化祭で、曽爾村農林業公社のメンバーと合同で、曽爾村をテーマ
にした屋台を昨年に続いて出店しました。
　人文探求コースの生徒が主体となり、柚子ソーダ、トマトソースをのせたラスク、村産の農産物、トマ
トソースなどを販売。 生徒や保護者など来場者に大変好評で、生徒の頑張りもあってフードメニューは
完売しました。食材を通して曽爾村の魅力を知ってもらえる機会になりました。
－ 近畿大学
　近畿大学農学部の学園祭が１１月２日に農学部キャンパス（奈良市）であり、農林業公社と農業経営
経済学研究室のメンバーが合同で出店。村と学生が連携して開発した規格外トマトを使ったトマトソー
スや農産物、ドリンクなどを提供しました。

草木染め（玉ねぎの皮）

菌ちゃん農法の説明

　「ならコープ組合員対象のツアー」を今年も曽爾村で実施しました！
今年のテーマは「SDGｓ」
　毎年恒例のカヤの実拾い、草木染めには玉ねぎの皮を使用し、今年初
めて菌ちゃん農法の畑を紹介！ツアー準備につきましては、村内たくさんの
皆様からご協力を頂き、ありがとうございました。
　ツアー参加者の中には初めて曽爾村に来た方も多く、曽爾村の魅力に
ついてたくさんの質問も頂きました。
　また来年も開催予定です。村内ツアーについて、ご意見、ご提案をお待
ちしております。
※菌ちゃん農法とは…化学肥料や農薬を使わず木や藁などを堆肥に使

う、昨今注目の農法です。

ならコープツアー開催しました！

〈お問い合わせ〉
　  一般社団法人  そにのわGLOCAL　☎0745‐94‐2022
　  受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日 除く）

写真①＝料理人に曽爾村の
素材をPR（１０月３０日、愛
知県常滑市）

写真②＝近大農学部の学生
と村の農産物・加工品をPR

（１１月２日、奈良市）
写真③＝添上高校人文探求

コースの学生と合同出店
（１１月１１日、天理市）

①① ②② ③③
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曽爾村の移住定住ポータルサイトに、移住者さんのインタビュー記事をご紹介するコンテンツ

「移移住住人人十十色色」を公開しています。「移住人十色」では、人生が大きく変わる「移住」の地に曽爾村を

選んだ人々が、一体なぜ曽爾村を選び、曽爾村でどんなライフスタイルを紡いでいるのか、十人十色な

移住者の等身大の姿を取材しています。

移住希望者向けの記事ではありますが、村民の皆様にもご覧いただくことで、「こんな人が移住した

んだな」「こんな想いを持っているんだな」と、移住者のみなさんを知っていただけると嬉しいです。

移移住住定定住住ポポーータタルルササイイトトにに移移住住者者イインンタタビビュューーをを掲掲載載ししてていいまますす移移住住定定住住ポポーータタルルササイイトトにに移移住住者者イインンタタビビュューーをを掲掲載載ししてていいまますす

【【記記事事名名】】単単身身でで移移住住しし、、曽曽爾爾村村でで新新たたなな家家族族ががででききたた石石之之ささんん

【【移移住住者者】】石石之之美美佳佳ささんん

「漆ぬるべ会」のメンバーと一緒に曽爾の漆の活動を盛り上げようと

2017年に地域おこし協力隊として移住された石之美佳さん。

単身で移住して、初めての田舎暮らしや、漆の活動を通じての村のみな

さんとの関わり、そして、新たな家族との村での暮らしについてお話を伺

いました。

イインンタタビビュューー記記事事のの全全貌貌はは、、

移移住住定定住住ポポーータタルルササイイトトのの

「「移移住住人人十十色色」」かからら是是非非ごご覧覧くくだだささいい★★

イインンタタビビュューー記記事事のの全全貌貌はは、、

移移住住定定住住ポポーータタルルササイイトトのの

「「移移住住人人十十色色」」かからら是是非非ごご覧覧くくだだささいい★★

／
「「移移住住人人十十色色」」ははここちちらら♪♪
＼

■お問い合わせ■一般社団法人SONI SUMMIT 〒633-1214 曽爾村長野62 曽爾村地域総合センター

[電話] 080-7208-4518 [メール]info@sonisummit.com HPはこちら☞

＼＼新新ししいいイインンタタビビュューー記記事事をを公公開開ししままししたた／／

【【記記事事名名】】猫猫とと田田舎舎暮暮ららししをを満満喫喫すするる元元花花火火師師夫夫婦婦

【【移移住住者者】】泉泉宏宏樹樹ささんん、、めめぐぐみみささんん

憧れの田舎暮らしをするために、移住前に何度も曽爾村を訪れ、2025年

２月に愛知県から猫２匹とともに移住を実現した泉夫婦。

都会から田舎に来るまでの不安を解消するために準備したことや、お二人

の曽爾村での自然に囲まれた暮らしの楽しみ方についてお話を伺いました。
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公的医療保険制度
加入者の皆様へ

こども・子育て世帯を応援！

子ども・子育て支援金制度が開始します

いつから始まるの？

支援金は令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが

実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？

・子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものであり
そのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため

子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から
拠出いただくこととしております。

こども家庭庁HP

支援金額はどのくらいになるの？

※支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、
国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、

全ての医療保険制度の加入者で平均すると、

令和10年度で月額 450円（令和８年度は250円）と試算しています。

「子ども・子育て支援金制度」って何？

※支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。

・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、

それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、

こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・支援金は児童手当の拡充など６つの事業に充てられます。詳細は裏面をご確認ください。・支援金は児童手当の拡充など6つの事業に充てられます。詳細は次のページをご確認ください。
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子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

児童手当の拡充
●所得によらず、支給の対象となります。
●支給期間を高校生年代まで延長します。
●第 子以降はより手厚く、一人当たり月 万円に大幅
増額します。

● か月に 回から、 か月に 回の支給になります。

育児時短就業給付
「育児時短就業給付」を創設し、
こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の原則 ％を支給します。

出生後休業支援給付
「出生後休業支援給付」を創設し、
子の出生直後の一定期間内に
両親ともに 日以上の育児休業を取った場合、
最大 日間、手取りの 割相当を支給します。

妊婦のための支援給付
「伴走型相談支援」
の面談と合わせて、

・妊娠届出時に 万円
・妊娠後期以降に
妊娠している
こどもの数× 万円

を支給します。

国民年金保険料免除
育児期間中の

国民年金の第 号被保険者の方を対象に、
育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

※令和６年 月分から拡充

※令和７年度から制度化

※令和７年度から実施

※令和７年度から実施

※令和８年 月から実施

こども誰でも通園制度
「こども誰でも通園制度」は、
保育所等に通っていない 歳 カ月から
満 歳未満のこどもが
時間単位等で柔軟に利用できる制度です。
（こども１人当たり 時間／月）
※令和７年度は希望自治体、令和８年度より全国実施

その後も
継続的に
支援

妊娠後期

妊娠している
こどもの数

×５万円

妊娠
届出時

５万円

ヶ月
ヶ月 ヶ月

児童手当の拡充

子ども・子育て支援金制度についてもっと知りたいときは
担当職員による紹介記事 三原大臣からのメッセージこども家庭庁の

（概要説明）
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◎対 　 象 　 者　今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になられる方
◎場　　　　所　曽爾村国民健康保険診療所
◎費　　　　用　無料
◎申 し 込 み　直接診療所へご予約ください（☎0745-94-2212)
◎持 　 ち 　 物　ハガキ　
　　　　　　　　※対象の方には8月に郵送しています。
　　　　　　　　ハガキをなくされた場合は保健福祉課までご連絡ください。
◎実 施 期 間　令和7年12月25日までとなっています。
　　　　　　　　まだの方はお早めに受診してください！
◎お問い合わせ　曽爾村役場　保健福祉課（☎0745-94-2103）

歯周疾患検診のお知らせ

　歯を失う原因として最も多いのが
歯周病です。
　80歳で20本以上の自分の歯を保
てるように定期検診をうけましょう！

無料相談のみで診察・検査等は行っておりません。
場　所　奈良県医師会館　1階　県民健康サービス室（近鉄大和八木駅から北へ徒歩7分）
連絡先　〒634-8502　橿原市内膳町5-5-8　奈良県医師会各主催部会
　　　　☎0744-22-8502　　FAX0744-23-7796

　お気軽にお問い合わせください

　森林には、水源のかん養、土砂災害の防止、生態系の保全などの多くの公益的機能があり、私たちの生
活と深く関わっています。そして、森林の公益的機能を発揮させるとともに、良い木・良い山林を育むために
も欠かせないのが「間伐」です。
　初心者からベテランの方まで参加いただける内容になっていますので、この機会に受講してみてはいか
がでしょうか。
◎日　　　　時　令和8年2月14日（土）  ※小雨決行　10時～16時（受付開始：9時30分）
◎場　　　　所　宇陀市森林組合及び同組合周辺山林（宇陀市榛原桧牧1026番地）
◎内　　　　容　チェンソーのメンテナンス講習及び間伐の選木や伐採実技講習
◎対 　 象 　 者　林業に関心のある方　　　　　　　◎募集人員　50名（先着順）
◎参 　 加 　 費　無料（昼食はご持参ください）　　 ◎服　　装　作業しやすい長袖・長ズボン、手袋
◎持 　 ち 　 物　チェンソー、ヘルメット及び安全靴等をお持ちの方はご持参ください。
◎主　　　　催　宇陀林業振興協議会・宇陀市森林組合
◎申 　 込 　 み　令和８年１月１６日（金）までに曽爾村役場 地域建設課へお申し込みください。
◎お問い合わせ　地域建設課　☎0745-94-2105

奈良県医師会の学術部会が行う健康相談

「チェンソー整備・選木・間伐講習会」の参加者募集

目の健康相談

精神科に関する健康相談

内科疾患に関する健康相談

種　　類
12月9日（火）
午後2時～3時

12月16日（火）
午後3時30分～4時30分

12月17日（水）
午後1時45分～2時45分

日　　時

予約必要
※受付締切12月9日（火）

予約必要
※受付締切12月16日（火）

予約の必要

奈良県医師会
精神々経科部会

奈良県眼科医会

奈良県医師会
内科部会

整形外科に関する健康相談 12月16日（火）
午後1時30分～2時30分

予約必要
※受付締切12月15日（月）

予約必要
※受付締切12月4日（木）

奈良県医師会
整形外科部会

主催する部会
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 不足額給付１※転入者分
　10月上旬に、対象者へ支給確認書を送付しました。
概要：定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和６年分所得税額または令和６年度分個

人住民税所得割額」を上回り、減税しきれない人で、令和６年度に実施した当初調整給付金に不足が生
じる人に給付するもの。

 不足額給付２

　8月下旬に、対象者へ支給申請書を送付しました。
概要：不足額給付１の対象になっていない方で「令和６年分所得税額および令和６年度分個人住民税所得

割額」が０円で、配偶者控除・扶養控除の要件に該当しない一定の人（合計所得金額が４８万円を超える
人、または事業専従者の人）に給付するもの。ただし、令和５年度または令和６年度に実施した低所得世
帯に対する給付金（非課税世帯・均等割のみ世帯）の対象世帯員の人は、不足額給付２の対象外です。

※申請期限は12月26日（金）です。お早めの申請をお願いします。
お問い合わせ　曽爾村役場　住民生活課　☎0745-94-2102

　「障害者週間」とは障害者基本法に基づき、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深め
るとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること
を目的として、毎年１２月３日～９日の１週間を「障害者週間」として定められています。
　障害者の福祉についての理解を深め、障害のある人もない人もともに暮らしやすい地域社会を目指しま
しょう。
　奈良県では「ヘルプマーク・ヘルプカード」を配付しています。曽爾村役場保健福祉課窓口で申請いただ
けます。

・ヘルプマーク
　ヘルプマークは、義足や人工関節を使用
している方、内部障害や難病の方など、外
見からは分からなくても、援助や配慮を必
要としていることを周囲の方に知らせるこ
とで援助を得やすくなるためのものです。

・ヘルプカード
　ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支
援内容などが記載でき、災害時や日常生活
の中で困ったときに、周囲の方に援助や配
慮を求めるためのものです。

お問い合わせ　曽爾村役場　保健福祉課　☎0745-94-2103

定額減税補足給付金（不足額給付）の手続きについて

12月3日～9日は障害者週間です

氏　名 旧所属
細谷 忠弘

●退職

議会事務局

令和7年11月30日付 役場職員人事異動
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仕　　　様　A2サイズ　13枚組（表紙を含む）
販　売　数　100部（先着順）
価　　　格　一部700円（送料別）
販売場所等　桜井宇陀広域連合事務所　〒633-0112　桜井市大字初瀬1626-1　
　　　　　 （桜井東ふれあいセンター分館2階）
　　　　　　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時）

　気温が低くなり、空気の乾燥とともに暖房器具など各家庭での火気の使用頻度が高まり、火災が発生しやすい季節となりました。
　加えて、年末年始の慌ただしさによって、注意力が散漫になりがちであることから、改めて火災予防意識の高揚を図り、火の取扱いに
は十分注意しましょう。

【火災の発生と被害を防ぐために】
・コンセントや配線を見直す

タコ足配線や、コンセント周辺のほこりも出火の原因になります。定期的にチェックして清掃し、配線の交換や整理を行いましょ
う。

・住宅用火災警報器を設置する
万が一火災が発生した時も、すぐに気付けば被害を最小限に抑えられます。「逃げ遅れ」を防ぐためにも、必ず設置しましょう。ま
た、概ね10年で電池切れや電子部品の劣化により作動しないリスクが高くなるので、設置から10年を目安に交換しましょう。

・防炎品を使用する
カーテンや寝具、エプロン、パジャマなどを燃えにくい「防炎品」にしておくと、いざという時、引火による被害を軽減できます。

また近年では、リチウムイオン電池による火災も増加しています！
　取り扱い方法をよく確認し、異常を感じた場合は、すぐに使用を中止しましょう。

【使用の際のポイント】
１．強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう。　　　　　　　　　　　 ２．高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう。
３．充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう。　　　 　 ４．異常を感じたら使用を中止しましょう。
５．発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう。 　６．製品情報、リコール情報を確認しましょう。
７．公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょう。

【廃棄の際のポイント】
１．リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう。　　　　　　２．リサイクル可能なものは、リサイクルしましょう。
３．廃棄方法を確認して、廃棄しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　４．廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう。

お問い合わせ　奈良県広域消防組合 宇陀消防署 予防課　☎0745-82-3199

　年次有給休暇の取得促進は、労働者の心身の健康保持・
増進、企業の生産性向上や企業イメージの向上につながりま
す。加えて、年次有給休暇を活用すれば、県内の四季折々の
イベントへの参加や沢山の観光地への訪問がしやすくなり、
一層、奈良県の魅力に触れることができます。
　地域が一体となって年次有給休暇の取得促進に取り組み
ましょう。
　詳しくは、奈良労働局雇用環境・均等室にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ　奈良労働局 雇用環境・均等室
　　　　　　　☎0742-32-0210

　精神障害者および家族の支援をしている社会福祉法人萌では、
障害者週間にちなみ、広く県民を対象にした電話相談事業を実施し
ます。
　眠れない日や気分が落ち込む日が続く、やる気が出ない、不安で
仕方ない、精神科への受診や薬への不安など、精神保健福祉士等
の資格を持った相談員が精神保健福祉に関する相談を受け付けま
す。困っていることやつらい気持ちに耳を傾け、支援機関や制度の
情報提供をします。お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
実施日：12月1日（月）～5日（金）　時間：9時～21時
☎0743-85-5639　＊相談は無料です（通話料金は自己負担）

社会福祉法人萌

桜井宇陀の魅力を集めた
令和8年(2026年)版「桜井宇陀フォトカレンダー」

冬の火災に注意！

企業、労働者、地域の皆様へ 萌　こころの相談室

お問い合わせ
桜井宇陀広域連合　総務課
☎0744-47-7077

※詳細は、桜井宇陀広域連合
のホームぺージへ

好評販売中
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　曽爾村選挙管理委員会では、村民の皆さまに選挙に主体的に関わっていただき、選挙をより身近に感じ
ていただくために、投票立会人を募集します。なお、投票日確定後、ご応募いただいた方に日程調整等ご連
絡をいたします。

【スケジュール（予定）】
期日前投票　　令和8年1月21日（水）～1月24日（土）
投　票　日　　令和8年1月25日（日）

投票立会人とは･･･投票所で、選挙が公正確実に行われているかチェックする方のことです。

お詫びと訂正
　広報１１月号４ページ「新百歳高齢者」のご紹介にて文中の大字標記に誤りがありました。正しくは下
記の通りです。訂正してお詫び申し上げます。

【正】　萩原　香世さん（葛）

曽爾村長選挙及び曽爾村議会議員補欠選挙
投票立会人を募集します！

お問い合わせ　曽爾村選挙管理委員会事務局　☎0745-94-2101

業務内容

勤務時間
（完全交代制）

報　　酬

応募締切

応募条件

場　　所

・投票所の出入口の開閉の立ち会い
・最初に投票する際、投票箱が空であることの確認の立ち会い
・有権者が投票所に入場してから、投票箱に投票用紙を入れ退場するまでの立ち会い
・投票時間終了後、投票箱の閉鎖の立ち会い

■ 期日前投票所　曽爾村役場
■ 当日投票所　
  【第1投票所】曽爾村立曽爾保育園　　　【第3投票所】曽爾村すすき福祉作業所
  【第2投票所】曽爾村老人福祉センター　【第4投票所】曽爾ふれあいセンター

令和7年12月24日（水）

・満18歳以上の選挙権を有する方
・勤務時間に勤務場所（投票所）まで直接お越しいただける方

【期日前投票所】  前半：午前8時30分～午後2時　　後半：午後2時～午後8時
【当日投票所】  前半：午前7時～午後1時　　　　 後半：午後1時～午後7時

【期日前投票所】  前半・後半とも　5,817円 （所得税差引後）　※弁当有
【当日投票所】  前半・後半とも　5,817円 （所得税差引後）　※弁当有




